
承認第１１号 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

令和元年８月２９日提出 

木津川市長 河井 規子  



専決処分書 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

令和元年８月１日 

木津川市長 河井 規子  

記 

令和元年度旧当尾村財産区特別会計補正予算第１号について 



令和元年度 

旧当尾村財産区特別会計 

補 正 予 算 第 １ 号 

京都府木津川市 



－１－ 

令和元年度旧当尾村財産区特別会計補正予算第１号 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度

旧当尾村財産区特別会計予算」の名称を「令和元年度旧当尾村財産区特別会計予

算」とし、元号の表示については、「平成」を「令和」に読み替えるものとする。 

 

 

令和元年度木津川市の旧当尾村財産区特別会計補正予算第１号は、次に定める

ところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５０千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２，６００千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和元年８月１日専決 

 

木津川市長 河井 規子   
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令 和 元 年 度 

予 算 に 関 す る 説 明 書 

（旧当尾村財産区特別会計）
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